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浦野会計事務所では「チャットワーク」を導入してます。
チャット形式なので過去のやり取りが見やすく「Zoom」にも

対応しており今後の非対面の打合せが
増えた際にも役立つと考えております。

・iPhone/iPadアプリは iTunes ページからダウンロードできます。
・Androidアプリは Google play ページからダウンロードできます。

携帯でアプリをダウンロードしていただくと通知がきたり
LINEと同じように写真なども送ることができ便利ですので

ご検討お願いいたします！

（個別にもご提案させていただきます）

まだまだ暑い日が続きますが
いかがお過ごしでしょうか。

緊急事態宣言も延長となりなかなか
終わりが見えませんが

ワクチン接種等が進み一日でも
早い終息が来るといいですね。
季節の変わり目でもありますので

くれぐれもご健康にはご注意ください。

10日（金）
・8月分源泉所得税

住民税の特別徴収税額の納付

30日（木）
・7月決算法人の確定申告と納税
・1月決算法人の中間申告と納税
・1月、4月、10月決算法人の消費税の

３ヶ月ごとの中間申告と納税
・８月分社会保険料納付

『マスカレード・ホテル』 東野圭吾
都内で起きた不可解な連続殺人事件。容疑者もターゲットも
不明。残された暗号から判明したのは、次の犯行場所が一流
ホテル・コルテシア東京ということのみ。若き刑事・新田浩
介は、ホテルマンに化けて潜入捜査に就くことを命じられる。

彼を教育するのは、女性フロントクラークの山岸尚美。
次から次へと怪しげな客たちが訪れる中、

二人は真相に辿り着けるのか!?
大人気シリーズ第1弾



インボイス（適格請求書）制度の
登録申請書の受付が始まります。

月次支援金の対象が９月まで延長されました。

中小法人や個人事業者について4月以降に実施された「緊急事態宣言」
や「まんえん防止等重点措置」による飲食店の休業・時短営業等又は
外出自粛等の影響を受けた事業者に対して一定の要件のもと支給され
る支援金である月次支援金の対象となる月に９月も含まれることとな
りました。

詳細な要件につきましては割愛させていただきますが、各月の申請期
限は、以下の通りとなります。前号も書かせていただきまししたが、
申請には登録機関の事前確認が必要となります。事前確認のスケ
ジュールも考えた上で申請を行う必要がありますのでご注意ください。

【申請期限】
① 6月分の申請・・・2021年7月1日～8月31日（8月26日）
② 7月分の申請・・・2021年8月1日～9月30日（9月27日）
③ 8月分の申請・・・2021年9月1日～10月31日（10月26日）
④ 9月分の申請・・・2021年10月1日～11月30日（11月25日）
（）内の日付は、登録機関による事前確認についての受付期限となり
ます。

当事務所も事前確認の登録機関となっておりますので
申請をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

引き続き訪問・来所を控えさせて頂こうと検討しております。
可能な限り郵送やメールお電話での

ご対応をお願いしております。
対面での対応はマスク着用にて

対応させていただきますがご容赦ください。
しっかりと対策していきますので

ご理解ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

インボイス制度とは、消費税の計算上で仕入税額の
控除を行う要件として適格請求書発行事業者が交付
する適格請求書（インボイス）等の保存を要件とす
る制度です。
そのため売手である事業者は、買手である事業者か
ら適格請求書の発行を求められた場合には適格請求
書を交付しなければなりません。

この制度は令和5年10月1日から導入されます。イン
ボイスを発行できるのは、登録申請した適格請求書
発行事業者に限られ適格請求書発行事業者になるた
めには登録申請が必要となります。

その登録申請が、令和3年10月1日から開始されます。
本制度導入の令和5年10月1日から適用を受けるため
には令和3年10月1日から令和5年3月31日までにに申
請書を提出する必要性があります。

また、適格請求書発行事業者になるためには課税事
業者でなくてはならないため、免税事業者である事
業者の方は課税事業者を選択する届出書の提出も必
要になってくることがあります。


